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令和６年度 与那原町魅力発信事業 

与那原町軽便駅舎展示強化業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 
 

１．趣 旨 

この要領は、「与那原町軽便駅舎展示強化業務委託」の委託業者を適正、公正に選

択するため、企画提案方式により委託業者を決定し、業務を委託するために必要な事

項を定めるものとする。 

 

２．事業の目的 

   沖縄県鉄道の開通 100 周年にあたる平成 26（2014）年度、与那原駅舎展示資料館が開館

した。資料館は本町の文化発展や観光振興への寄与、そして沖縄県の近代交通を理解する

上で重要な施設となっている。 

開館から 10 年が経過し、その間に新たな研究報告があるが展示には反映されていない。

また現在の展示は与那原駅の紹介にとどまっており、沖縄の鉄道史を学びたい来館者のニ

ーズに応えられていない。さらに、本町では新たな公共交通システムの検討や脱炭素化に

も取り組んでおり、公共交通や脱マイカーという視点で資料館テーマとも親和性が高い

が、現状の展示では過去の話に限定されている。 

このような課題解決にむけて、開通 110 周年にあたる令和 6（2024）年度、展示物の情報 

を最新のものにアップデートし、観光客から町民までを含めた幅広い来館者層が沖縄の鉄

道史を学ぶことができ、過去から現在そして未来を「考える場」となる施設とすることで、

来館者数の増を目的とする。 

 

３．委託業務の内容 

別紙「与那原町軽便駅舎展示強化業務委託」委託仕様書及び採用提案書の内容を踏 

襲し、行うものとする。 

 

４．契約期間等 

  （１）契約締結予定 

   本契約の締結は、審査結果を通知後５日以内に予定。 

  （２）契約期間 

契約翌日より令和７年１月３１日(金)までとする。 

 

５．委託金額の上限 

委託金額は、２，９８６，５００円（消費税及び地方消費税含む）以内とする。 

※業務担当者の旅費、事業実施に関わる専門家等の旅費、各種の印刷料等すべてを含む。  

 

６．事業実施期間   

令和７年１月３１日（金）までに事業を終了し、報告書を提出する。  

 

７．募集等における主なスケジュール  

  （１）公 募 公 告     令和６年６月１８日（火） 

  （２）質 問 書 提 出 締 切     令和６年６月２０日（木）※２ 
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 （３）質 問 回 答     令和６年６月２１日（金）※２ 

（４）参 加 表 明 書 提 出     令和６年６月２５日（火）※１ 

  （５）提案資格確認結果通知     令和６年６月２７日（木）※３ 

  （６）提 案 書 提 出 締 切     令和６年７月４日（木）※４ 

  （７）一 次 審 査 結 果 通 知     令和６年７月９日（火）※５ 

（８）プレゼンテーション      令和６年７月１７日（水）予定 ※６ 

 

８．参加資格 

（１） 応募資格 

（ア） 応募する事業者は、沖縄県内に本店・支店又は営業所を有している者であ

ること。 

（イ） 事業者は次に掲げる要件をすべて満たしていること。  

① 参加表明書の提出期日において地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）

第 167 条の 4 第１項の規定に該当しない者及び同条第 2 項の規定に基づく

与那原町の入札参加制限を受けていないこと。  

② 参加意思表明書提出期日以前 3 カ月以内に、手形交換所で手形若しくは小

切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等

を受けた事実がないこと。 

③ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申し立て又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申し

立てがなされていない者であること。 

④ 暴力団（与那原町暴力団排除条例（平成 23 年条例第 17 号）第２条第１号に規 

定する暴力団をいう。）又は暴力団員（与那原町暴力団排除条例第２条第２号に

規定する暴力団員をいう。） 

⑤ 国税及び地方税の滞納がないこと。  

（ウ） 観光・文化財施設等に関する展示物強化など、類似事例での業務経験を有

していること。 

 

（２） 共同提案の場合の資格等 

複数の事業者によるコンソーシアムを組んで共同提案を行う場合には、次

の事項に留意すること。 

① 必ず幹事社を決め、全提案者名を記載した参加意思表明書を提出すること。 

② 複数の事業者による共同事業体に所属すること、共同事業体に属しながら

単独で提案することはできません。  

③ コンソーシアムを構成するすべての者が応募資格（イ）のすべての要件を満

たしていること。 

④ 幹事社は応募資格（ア）及び（ウ）の要件を満たしていること。  

 

９．参加表明書、質問書及び企画書の提出 ※１ 

（１） 参加表明書の提出 

（ア） 提出期限 令和６年６月２５日（火）１７時まで（必着） 

（イ） 提出書類 以下の参加表明書及び添付書類を紙媒体及び PDF データで与那原

町役場ブランド推進課に持参または郵送すること。 
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№ 提出書 様式 留意事項 

１ 企画提案書提出届 様式第２号  

２ 
参加資格チェックリス

ト 
別紙２  

３ 業務経歴書 別紙３  

４ 会社概要 任意様式 

会社名、社所在地（本社、

支社）、技術者数（本社、

支社）、営業種目、連絡先

（担当者指名、電話番

号、Ｅ－ｍａｉｌアドレ

スを必ず記載すること。 

５ 登記簿謄本 ‐  

６ 納税証明書 ‐ 
国税及び地方税の納税

を証明するもの 

 

（ウ） 提出部数 

各書類１部（番号順にインデックスを付すこと。）  

（エ）提出先  

 ＜与那原町役場 ブランド推進課 本庁舎２F＞ 

  〒901-1392 沖縄県島尻郡与那原町字上与那原 16 番地 

電 話 ：098-945-5323 

E - m a i l ：to usui.y@town.yonabaru.lg.jp  

cc y-brand@town.yonabaru.lg.jp 

 

（２） 質問書の受付 ※２ 

（ア） 提出期限 令和６年６月２０日（木）１７時まで（必着） 

（イ） 提出書類 質問書を web フォームで提出すること。 

https://logoform.jp/form/Z4Se/585423 

（ウ） 回答方法 質問に対する回答は、令和６年６月２１日（金）までに企画提案参

加業者全てに電子メールにて行う。 

 

１０．企画提案（プロポーザル）の参加業者の選定 ※３ 

（１）企画提案（プロポーザル）参加業者の選定は前述「８．参加資格」の要件を満

たす業者の中から選出し、書類審査及び町長決裁を経て決定する。  

（２）参加表明書及び添付書類を審査の上、提案資格確認結果通知（様式第３号）を

令和６年６月２７日（木）までに行う。 

 

１１．企画提案書等の提出 ※４ 

（１）提案資格確認結果通知にて参加可能とされた業者については、下記の企画提案

mailto:usui.y@town.yonabaru.lg.jp
mailto:y-brand@town.yonabaru.lg.jp
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書等を提出する。 

（２）提出期限 令和６年７月４日（金）１７時まで（必着） 

（３）提出書類 以下の提出書類及び添付書類を紙媒体及び PDF データで与那原町

役場ブランド推進課に郵送又は持参すること。 

 

№ 提出書 様式 留意事項 

１ 企画提案書提出届 別紙５ 代表者印押印 

２ 業務経歴書 別紙３ 
企画提案書提出と同書

類 

３ 業務の実施体制 別紙６－１、２  

４ 
配置予定技術者（管理技

術者） 
別紙７－１ 

類似業務の内容がわかる

資料も添 付すること 

５ 
配置予定技術者（主任技

術者・担当者） 
別紙７－２ 

類似業務の内容がわかる

資料も添 付すること 

６ 
業務フロー、スケジュー

ル表 
任意様式 A4 版２枚以内 

７ 企画提案書 別紙８ 任意様式可 

８ ＰＲ書 別紙９  

９ 見積書 任意様式 

総額の提示及び内訳を添

付すること、各業務につ

いて、経費の名称、 数量、

単価、単位を明示するこ

と 

 

※提出は１業者１提案とする。  

※４、５の配置予定者は、やむを得ない場合を除き変更できないものとする  

 

（３）提出部数：社名を表示し、代表者印を押印したもの １部 

        社名を表示しないもの １０部 

        ※インデックス等で上記提出書類№を付すこと。 

（４）提出先  

 ＜与那原町役場 ブランド推進課 本庁舎２F＞ 

〒901-1392 沖縄県島尻郡与那原町字上与那原 16 番地 

電 話 ：098-945-5323 

 

１２．企画提案書への記載事項 

   別紙、業務委託仕様書の業務内容に基づき、概ね以下の内容を示すこと。（別紙８） 

    ア 全体実施計画（図面等により提案）  

    イ 当該事業に係る人員配置案 
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（できるだけ図面等により提案。①に含んでもよい）  

    ウ アドバイザープロフィール  ※招聘予定の場合のみ 

     （アドバイザーを招聘予定の場合は、専門分野及び実績を記入すること）  

エ 仕様書に記載されている各業務項目に対する基本的な考え方及び実施方法  

について、専門用語を多用せずに提示する。  

オ その他、独自提案の概要 

 

１３．企画提案書等の取扱について  

  （１）企画提案（プロポーザル）に関して提出した書類等（以下、「企画提案書  

等」という。）は、変更又は取り消しができないものとする。          

  （２）提出された企画提案書等は一切返却しない。  

  （３）企画提案書等の作成・提出等の一切の経費は、提案者の負担とする。  

  （４）応募資格を有しない者が提出した企画提案書等は、無効とする。     

  （５）企画提案書等に虚偽の記載をした場合は、無効とする。  

  （６）企画提案書の提案者名は情報公開の対象とする。  

  （７）提出した企画提案（プロポーザル）の著作権は、その応募者に帰属する。  

  （８）採用した企画提案（プロポーザル）の使用権は、与那原町に帰属する。  

 

１４．一次審査について ※５ 

  （１）提出のあった企画提案書等については、委員会で定めた基準（別紙）に基づき

企画提案書等の事前評価を事務局にて行う。 

  （２）次の（ア）～（エ）の項目により事務局が審査を行い、令和６年７月９日（火）

までに結果通知を行う。 

  審査結果に対する異議申し立ては受理しない。  

（ア）業務経歴・・・・・・・・・・配点：10/60 

（イ）業務実施体制・・・・・・・・配点：10/60 

（ウ）提案価格・・・・・・・・・・配点：5/60 

（エ）企画提案の内容・・・・・・・配点：35/60 

（３）一次審査の通過業者は上位３社までとする。 

 

１５．プレゼンテーションについて ※６ 

一次審査通過業者については、必要に応じてプレゼンテーションを行う。その際に

は、事前に書面にて該当事業者へ連絡を行う。本事業委託業者を適正に選択するため

与那原町公募型プロポーザル方式による提案者選定等に関する要綱に定める選定委

員会で別表、「与那原町軽便駅舎展示強化業務審査基準表」をもと、企画提案（プロポ

ーザル）による採点審査を行い、委託契約の相手方となる優先交渉権者を選定する。 

 

（１）プレゼンテーションの実施日時及び場所等の詳細については、後日連絡する。 

（２）プレゼンテーションの順番については、事務局にてくじ引きを行い、その結果

により決定する。 

  （３）企画提案はパワーポイント等により実施し、別紙７－１又は様式別紙７－２に

記載された配置予定者のうち、管理責任者となる予定者がプレゼンテーションを

行う。出席者は３名以内とする。  
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  （４）プレゼンテーションは次の内容を説明すること  

①企画提案書（別紙８） 

②企画提案（プロポーザル）参加におけるＰＲ書（別紙９） 

 

  （５）プレゼンテーションの持ち時間は 20 分程度とし、その後 10 分以内で質疑応答

を予定する。 

   ※プレゼンテーションにてパソコンを使用する場合は提案者側で準備すること  

   ※一次審査の状況によってはプレゼンテーションを行わないことがございます。 

 

１６．委託契約の締結権 

   業者選定委員会にて評価点数の最高得点取得者を業務契約の優先交渉権者として

選定し、与那原町との委託契約の締結権を有するものとする。  

  また、優先交渉権者が辞退を申し出た場合には、次点の業者を交渉権者とする。  

  なお、同点の場合には、提案価格が低い業者を決定するものとする。  

※ 契約内容及び金額については、選定業者の提案作業内容、見積書を精査し、双方協

議の上決定する。 

 

１７．受託者の責務 

  （１）守秘義務 

   受託者は、業務の遂行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。  

   また、業務実施に際しては企業としての中立を遵守すること。  

  （２）再委託の禁止 

   受託者は、本業務に係る全部を第三者に再委託することはできない。  

 

  

〈問い合わせ先〉与那原町ブランド推進課 臼井 洋平 

 〒901-1392 与那原町字上与那原１６番地 

 TEL 098‐945‐5323（直通） 

 E‐mail：usui.y@town.yonabaru.lg.jp 



（別紙）

１．基本的事項

２．提案書の評価基準

評価区分 評価項目 採点基準 評価点 評価の視点

①経験がある/５点　②経験がない/０
点

5
沖縄や鉄道に関するプロジェ
クトの経験があるか。

①示せれており、当目的に合致/５点
②示されいるが、当目的とは合致なし
/３点　③示されていない/０点

5
実施したプロジェクトの具体
的な事例が示されているか。

管理担当責任者
及び担当者

同種・類似
業務の実績

①示せれており、当目的に合致/５点
②示されいるが、当目的とは合致なし
/３点　③示されていない/０点

5
企画、設計、制作、施工の各
段階での具体的な経験が示さ
れているか。

①複数の経験があり、適切な実施体制
も示されている/５点　②経験は少な
いが、適切な実施体制が示されいる/
３点　③示されていない/０点

5

プロジェクト管理の経験が豊
富であり、適切な実施体制、
管理方法が提案されている
か。

Ⅲ．提案
価格

- 5

評価点=配点×（最低見積金
額／提案見積金額）
※（小数点以下3位四捨五入
2位止め）

①より具体的に評価視点に合致してい
る/５点　②評価視点に合致している
が具体性がかける/３点　③内容が逸
脱している/０点

5
最新の研究報告を反映し、沖
縄の鉄道史全体を網羅する内
容になっているか。

①最新の展示技術を利用/５点
②最新の展示技術ではない/３点③展
示技術の記載がない/０点

5
最新の展示技術やデジタル技
術（例えば、AR/VRなど）
を適切に活用できるか。

（60）

①より具体的に評価視点に合致してい
る/５点　②評価視点に合致している
が具体性がかける/３点　③内容が逸
脱している/０点

5
教育的価値の高い展示を設計
できるか。学びの場としての
質が高いか。

①容易に行える内容である/５点　②
容易には行えない/３点　③メンテナ
ンス等の記載し/０点

5
将来的なメンテナンスや展示
内容のアップデートが容易に
行える設計か。

①展示コンセプトが明確/５点　②展
示コンセプトが抽象的/３点　③コン
セプトの記載がない/０点

5
過去から現在、未来を含めた
展示コンセプトが明確か。

①取り入れている/５点　②取り入れ
ていない/０点

5
新たな公共交通システムや脱
炭素化の視点を取り入れてい
るか。

①幅広い層で訴求力がある/５点　②
特定のジャンルでの層に対する訴求力
/３点　③訴求力がない/０点

5
観光客から町民まで幅広い層
に対する訴求力があるか。

３．審査の流れ

※審査の慎重を期する上で、評価の総合審議を行う。

〇事務局にて、採点基準に基づき審査を行い、委員会にて最終審議を行う。

〇最終評価点数の集計による「最高得点取得者」を委託候補者として決定する。

〇最低評価点ラインは６割以上とする。

展示コンセプト

Ⅳ．企画
提案の内

容

提案者の信頼性

Ⅰ．業務
経歴

訴求力

同種業務の実績

技術力

教育的要素

メンテナンスとアップデート
の容易さ

事
務
局
採
点

与那原町魅力発信事業与那原町軽便駅舎展示強化業務
公募型プロポーザルにおける選定基準について

駅舎開館から10年が経過し、その間に新たな研究報告があるが展示には反映されていない。また現在の展示は与那原駅の紹
介にとどまっており、沖縄の鉄道史を学びたい来館者のニーズに応えられていない。さらに、本町では新たな公共交通シス
テムの検討や脱炭素化にも取り組んでおり、公共交通や脱マイカーという視点で資料館テーマとも親和性が高いが、現状の
展示では過去の話に限定されている。
このような課題解決にむけて、展示物の情報を最新のものにアップデートする。

評価事項

60評価点の合計結果

Ⅱ．業務
実施体制

プロジェクト管理能力

事業実施にあたって適切な見
積りとなっているか。

未来に向けて視点

最新の研究



（別紙）

１．基本的事項

２．提案書の評価基準

評価区分 評価項目　 採点基準 評価点 評価の視点

①示せれており、当目的に合致/５点

②示されいるが、当目的とは合致なし/３点

③示されていない/０点

①評価視点すべてクリア/５点

②評価視点一部クリア/３点

③評価視点が示されていない/０点

①最新の展示技術を利用/５点

②最新の展示技術ではない/３点

③展示技術の記載がない/０点

①教育的価値がある提案である/５点

②教育的価値がある提案ではない/３点

①容易に行える設計である/５点

②容易に行える設計でない/３点

③メンテナンスを行えない設計/０点

①評価基準通り明確である/５点

②評価基準の一部が達成できている/３点

①取り入れている/５点

②どちらかが取り入れられている/３点

③取り入れられていない/０点

①訴求力が高いことを具体的に提示/５点

②提示はないが高いと思われる/３点

③狭い分野に対する展示物/０点

３．審査の流れ

※審査の慎重を期する上で、評価の総合審議を設ける。

〇審査委員にて、採点基準に基づき審査を行い、委員会にて最終審議を行う。

〇最終評価点数の集計による「最高得点取得者」を委託候補者として決定する。

〇最低評価点ラインは６割以上とする。

与那原町魅力発信事業与那原町軽便展示強化業務
公募型プロポーザルにおける選定基準について

　
駅舎開館から10年が経過し、その間に新たな研究報告があるが展示には反映されていない。また現在の展示は与那
原駅の紹介にとどまっており、沖縄の鉄道史を学びたい来館者のニーズに応えられていない。さらに、本町では新
たな公共交通システムの検討や脱炭素化にも取り組んでおり、公共交通や脱マイカーという視点で資料館テーマと
も親和性が高いが、現状の展示では過去の話に限定されている。このような課題解決にむけて、展示物の情報を最
新のものにアップデートする。

評価事項

40評価点の合計結果

5

5

5訴求力

最新の研究報告を反映
し、沖縄の鉄道史全体を
網羅する内容になってい
るか。

5

最新の研究

教育的要素

メンテナンスと
アップデートの容

易さ

提案者の信頼性

展示コンセプト

（40）

審
査
員
採
点

技術力 5

最新の研究報告を反映
し、沖縄の鉄道史全体を
網羅する内容になってい
るか。

過去から現在、未来を含
めた展示コンセプトが明
確か。

新たな公共交通システム
や脱炭素化の視点を取り
入れているか。

観光客から町民まで幅広
い層に対する訴求力があ
るか。

未来に向けて視点

Ⅳ．企画提
案の内容

最新の展示技術やデジタ
ル技術（例えば、
AR/VRなど）を適切に
活用できるか。

教育的価値の高い展示を
設計できるか。学びの場
としての質が高いか。

将来的なメンテナンスや
展示内容のアップデート
が容易に行える設計か。

5

5

5


